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① ３日ルール  

中国の就業規則は無断欠勤３日

以上を即時解雇事由としている場

合が多いです。日本の場合は、無

断欠勤１４日以上の場合を懲戒解

雇事由とすることが多いですが、

中国の場合、秩序維持を重視する

ためか、無断欠勤３日以上の就業

規則が多く、裁判例でもこの種の

規定自体は有効であると判断され

ています。  

日本の場合は一定期間以上の無

断欠勤のみを懲戒解雇事由と定め

ているためか、無断欠勤を理由と

した解雇問題が訴訟になる事例は

少ないですが、中国の場合は無断

欠勤を３日間すれば即時解雇が就

業規則可能であること、経済補償

金が全く支払われないことから、

従業員側も様々な理由をつけて反

論をして、即時解雇の有効性を争

うことがあります。  

 

② 無断欠勤解雇問題の実態  

Ⅰ 元々退職させたい従業員を解

雇している  

多くの場合、元々何らかの問題

があって退職勧奨をしたり、業務

上の注意をした後に、当該従業員

が会社に何も告げずに欠勤を行い、

これを機会に無断欠勤を理由に解

雇をする場合が多いです。そのた

め、無断欠勤を理由とした即時解

雇ではあるけれども、実際は企業

が当該従業員の不正を疑っていた

り、業務態度不良であったりする

などのトラブルが背後に隠れてい

ることがあります。  

 

Ⅱ 病気休暇問題と併せて問題に

なる  

無断欠勤解雇と病気休暇は実は

関連することが多いです。中国で

は、業務とは関連のない私傷病で

あっても治療が必要であれば、勤

続年数に応じて病気休暇（有給）

を取ることができ、法律や条例で

定める医療期間中は、企業は解雇

することができません。  

交通事故や骨折などの明らかな

怪我や病気であれば企業も問題と

しませんが、最近「精神病」や「腰
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痛」で病気休暇を取ろうとしてい

る従業員が増えているため、企業

も納得のできない病気休暇申請を

認めず、無断欠勤扱いにして解雇

をしてしまう場合があります。  

残念ながら、この種の病気休暇

関連の無断欠勤解雇トラブルで会

社の主張が労働仲裁や裁判所で認

められることは少ないため、冷静

な対応が必要となります。  

 

Ⅲ 無断欠勤問題でも立証が問題

となる  

無断欠勤問題でも立証が問題と

なることが多いです。日本ではな

かなかないことですが、「そもそも

自分は欠勤していない」もしくは

「ショートメールで現場の上司に

欠勤の許可をもらっている」と反

論されることがあります。そのよ

うな反論は容易に再反論できるは

ずです。  

しかし、あるはずのタイムカー

ドが消えていたり、なぜか上司が

欠勤の許可を与えていたりするこ

とがあります。無断欠勤を理由に

即時解雇をする場合でも、当該従

業員の反論を想定して客観的な証

拠を準備する必要があります。  

また、就業規則には、休暇申請

手続きについて明確に書く必要が

あります。例えば、「休暇申請手続

きには書面申請が必要である、事

前に休暇申請手続きを行わず、後

も必要な書類を提出しない場合、

無断欠勤と看做す」などと明確に

書くことが望ましいです。  

 

Ⅳ 出勤を催促する  

無断欠勤を理由とした即時解雇

を有効にするためには、出勤を督

促する書面を会社に届け出をして

いる当該従業員の住所に送るべき

です。中国には日本のような内容

証明郵便はないですが、中国郵便

局の EMS（国際スピード郵便）な

どを使えば、インターネットで配

達状況を確認することができます。

E メールやショートメールなどで

出勤を督促することも多いですが、

中国では内容の改ざんが容易であ

るため、裁判所が証拠としての価

値を認めない可能性があります。  
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お気軽にご相談下さい（10:00～17:00） 

狩野・岡・向井法律事務所  

TEL03-3288-4981 / FAX 03-3288-

4982 


